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要旨：定住型の分譲マンション（約 300 戸）における災害時要援護者支援、防災活動及び平

時のコミュニティ構築について、東日本大震災時の自治会長に面接調査を行った。その結

果、１）分譲時にコミュニティ構築がサービスとして提供されたと共に、入居者が意識的に

取り組んだこともあり居住者の交流は活発であり、防災活動は自治会の重要事項として位置

づけられていたこと。２）市役所からは災害時要援護者名簿登録者５名（障害者手帳所持者

０名）の名簿が自治会長に届けられ、その対策については２年程度の検討の結果、同じエレ

ベーターを使う区域 33 世帯において情報を共有し、平時から見守りを行うことを、登録者の

了解を得て周知したこと。３）懇親会が活発なマンションの一部では、災害時に安否確認カ

ードを交換する試みを開始し、マンション自治会では備蓄の整備、防災訓練も定期的に行わ

れていたこと。４）防災訓練への高齢者の参加は少なく、高層階からの避難支援は未着手で

あったことが明らかになった。これらの結果から、町内会に関する先行研究で報告されたよ

うに、定住型の分譲マンションでも、居住者の交流が活発である場合には、防災活動におい

て災害時要援護者についても配慮がなされていた。自治活動と居住者の交流が不活発な場合

には、要援護者支援の基盤となる居住者の交流を活発にするためには、要援護者支援および

住民交流のノウハウや人材の提供の一時的な購入や公的支援が有効である可能性がある。避

難支援方法は、紹介事例でも未解決の課題であったため、公的資源による解明が望まれる。 

 

Ａ．目的 

 本研究では、災害時要援護者支援の取り組

みを行っている定住型マンション自治会の事

例を紹介する。防災対策は、自助、共助、公

助の割合が７：２：１といわれており、共助

は近隣での助け合いを指し[1]、その主体は、

町内会や自主防災組織である場合が多い。近

年、防災における共助の重要性が広く認知さ

れたのは、阪神・淡路大震災では倒壊した家

屋などの下敷きになって自力で脱出できなか

った人の８割は近隣居住者などにより救助さ

れたことに由来する[2]。 

一方、分譲マンション戸数は総世帯数の

11.80%、首都圏では 20.86%を占め[3]、わが

国の居住形態として定着していることが指摘

された[4]。分譲マンションでは居住者の流

動性は低く、築年数に従う高齢化は課題であ

る。また、マンションは住戸の個別性、匿名

性が高く、自治会加入率が低いことは、高齢

者・障害者が民生委員、町内会によるセイフ

ティネットから漏れ、災害時の安否確認及び

避難等の問題も指摘されている。分譲マンシ

ョンには管理組合の設置が区分所有法により

義務付けられているが、施設・設備の維持保

全が目的の場合が多く、共助による防災・防

犯、非常時相互支援などの機能が働くことは

少ない問題もある[4]。そこで、本研究では、

定住型マンションにおける要援護者支援の取

り組み事例を紹介し、可能性と課題を考察し

た。 

 

Ｂ．研究方法 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災当時、首

都圏のＡマンション自治会長を務めていたＢ

氏に対して、面接法による調査を行った。Ａ

マンションは、都心から鉄道で約 30 分の距

離にある駅から徒歩 5 分以内に立地し、1980

年代前半に建設された総戸数約 300、11 階建

て(一部は 4 階建て)のマンションであった。

Ａマンションを対象とした理由は、Ａマンシ

ョンは定住型として開発されたことと、市役

所から町内会長に提供された要援護者名簿へ

の対処を実現したという情報を得たためであ

った。町内会では、要援護者名簿の取り扱い



 

および要援護者への対応方法に困難があると

指摘されていた[4]。また、東日本大震災は、

首都圏でも帰宅困難、計画停電、物資不足な

どの影響があったことから、東日本大震災発

災時の自治会長Ｂ氏に調査を依頼した。 

調査は平成 25 年 10 月に約１時間実施し、

IC レコーダーに記録し逐語録を作成して内

容を整理した。調査当日に、Ｂ氏からＡマン

ション自治会により作成された消防計画（火

災・震災を主な対象とした防災計画）および

広報の提供を得た。地域に関する情報はイン

ターネットを介して入手した。 

本研究は、国立障害者リハビリテーション

センター倫理審査委員会の承諾を得て行った。

発表原稿は、調査対象者に固有名詞の表記を

含めた内容の確認を依頼し、指摘された修正

を加えた。 

 

Ｃ．結果 

１．A マンションの設備およびコミュニティ

サービス 

A マンションは 4 棟に分かれていた。さら

に、一つのエレベーターを取り巻く１階あた

り３戸、11 階まであわせて 33 戸が一つの区

域(コミュニティーと称する)を構成し、区域

ごとに同じエレベーターを利用することから

顔見知りになりやすい構造であった。区域ご

とに、年に２回、懇親会を開き、そこで、現

在、直面している問題や最近の体調などの情

報交換していた。しかし、Ｂ氏の棟では、入

居以来、世代交代や転勤もあり、約半数が転

居していた。 

居住部分のほかに、50～60 人が入る多目

的ホールがあるほか、宿泊もできるレンタル

ルーム 2 室、スタディルーム、OA ルーム、

音響室、トランクルーム、ランドリールーム

があった。 

Ａマンションは共用施設が整っているほか、

コミュニティフォーラムというサービスが先

駆的に導入されていた。コミュニティフォー

ラムとは、大規模マンションを一つの街と位

置づけて、入居者により豊かな生活を実現す

るための各種ライフサービスを提供する場と

して、また、入居者同士のふれあいの場、地

域コミュニティの交流拠点として考案された。

具体的には、また、フロント業務として 24

時間対応で、クリーニング・宅配便・写真現

像の受け渡し、コピー、チケット取次ぎ、カ

ーメンテナンス、布団乾燥機の貸し出し、リ

フォーム業者の斡旋、各階のゴミ集積場所か

らの収集、貸し倉庫業務などを実施する先駆

的なサービスを提供していた。近年では、管

理組合にもコミュニティー担当部門ができ、

コミュニティーフォーラムと連携していた。 

Ａマンションでは分譲部分と賃貸部分があ

ったが、総居住者のうち、2010 年に自治会

が行った調査時点で、回答者 164 名中 65 歳

以上は 147 名(89.6%)であり、調査時には

「1984 年の新築時に入居した人が多いため、

調査から 3年たった今は、おそらく 200人以

上になっただろう。孤独死というわけではな

いが、独居の高齢者が亡くなったのを、家族

が見つけた例はある。しかし、居住者に障害

者がいるのに気づいたことはない。高齢者が

多い割には、車いすを使っている人を見ない。

外出しないのではないか。」と、Ｂ氏は答え

た。また、駅の近くに立地し、先駆的な設備

とサービスを備えたＡマンションは近隣では

高額で、「居住者も法律、建築などの専門職

者がおり、教育歴は長い人が多いようだ」と

Ｂ氏は述べた。 

 

２．居住者の交流と居住者組織 

Ｂ氏は「基本的に居住者間のつきあいのあ

るマンションである」と述べた。コミュニテ

ィーフォーラムの活動のほかに、分譲時に同

世代の入居者が多かったことから、自治会の

行事として、ハイキング、クリスマス会、ビ

アパーティーなど交流の機会が設けられ、

100 名以上が参加した。これらの機会をきっ

かけに個人的な交流に発展したという。 

現在は、入居者の高齢化に伴い、ハイキン

グは個別のウオーキングの会になり、クリス

マス会は子どもを中心としたイベントに変更

されたが、調査時にも、ビアパーティーは

150 名を集め、居住者間で情報交換会のお茶

会が４棟中３棟で行われていた。他に、高齢

者対策として高齢者の引きこもりを防止する

ために集会室でパッチワーク絵画・パッチワ

ーク・囲碁などのコミュニティサークル、住

民による趣味の作品展、クリスマスコンサー

ト等が開催されていた。高齢者のためのサロ

ン（月 1 回）では、包括支援センターの指導

を得、骨密度を測るイベントや約 5 軒の業者

による配食の試食会も行った。 

Ｂ氏の隣人は 80 歳代の夫婦であったが、

互いに旅行中は鍵を預けあい、猫の世話を頼

むなどのつきあいがあった。また、夜間に転

倒したときに助けを求められたこともあった。

隣人は、Ｂさん以外にも 4 軒程度の親しい居



 

 

住者がおり、東日本大震災では食器棚の片づ

けは別の居住者が手伝っていたという。 

居住者組織として、初めは管理組合と自治

会の二つがあった。管理組合は所有者につい

ては全戸加入で、賃貸者は別であった。一方、

自治会は自由参加であったが、所有者と賃貸

者の両方が加入した 2010 年に両組織は管理

組合に統合された。高齢化が進み、両方に独

立した役員を立てることが困難になったため

である。管理組合は、区域ごとに選出された

数十人で運営された。役員は、理事長 1 名と

副理事長３名で、役割分掌があり、任期 1 年

であった。役員は、退職後 10 年位の人が多

いものの、近年は 30 代で務める人もあった。

管理業者は、居住者の数や年齢および管理組

合の名簿を把握していたが、管理組合の役員

及び自治会長は把握していなかった。 

管理組合は、入居当初から長期修繕委員会

を組織し、毎月、定例会を開催し、10 年目、

20年目の修繕を実現した実績があった。 

 

３. 防災活動 

 マンション内で、地震対策を含めた消防

計画が定められ、自主防災組織を組織して

いた。2013 年の防災担当者は、管理組合の

広報誌に防災についての連載記事を毎月掲

載した。また、建物、消防用設備等の定期

的な点検[7]、防災訓練、備蓄、要援護者支

援にも取り組んでいた。 

 東日本大震災以後には、4 棟のうち、高齢

者が多く、お茶飲み会を定期的にしている

１棟で、居住者何人かのチーム内での相互

の安否確認が始まった。すなわち、チーム

の人の玄関の郵便受けにカードを入れると、

入れられた人は「私は大丈夫」というカー

ドを返すことで相互確認する仕組みである。

しかし、すべての居住者に広めようと自治

会でキャンペーンをしたが、あまり広がら

なかったという。 

 Ｂ氏は、元自治会長として、防災上重要な

点は「最初にマンションに入居した時に、コ

アになる人がいるかどうか」と「居住者間の

繋がり」答えた。「居住者間の繋がり」につ

いては、「具体的には普段から近所の気にな

る高齢者を見守るような雰囲気ができてい

る」と回答した。 

（１）防災訓練 

 防災訓練は防災の日の近くに設定され、約

50 名の参加者を得ていた。そのほかに、管

理組合による自営消防訓練、救命講習会

（AED 使用法等）、そのほか講習会も行われ

ていた[8]。防災訓練では、階段ごとの防災

担当者があらかじめ「防災の手引き」を各戸

に配った。訓練開始はマンション内のアナウ

ンスシステムから放送され、居住者は非常階

段を使ってマンションに隣接する避難場所の

公園に集まった。それぞれ階段の担当者が安

否確認をして、本部に連絡し、徒歩約 20 分

の距離にある一次避難所に移動した。移動の

練習にマンションで所有する数台の車いすを

使っていた。幼少の家族を連れての参加が見

られる一方で、高齢者の参加は少なく、「実

際に災害が起きたら、すごく大変だろうと思

う」とＢ氏は答えた。Ｂ氏はボランティア組

織にも所属しており、視覚障害者の手引きや

車いす移動者の介助経験があったが、それで

も高層階から車いす利用者を搬送する方法は

知らなかった。 

（２）備蓄 

 備蓄は、2011 年の震災以前から、開始さ

れていた。「避難場所の小学校で防災訓練の

際、設備等を見せてもらったが、心許なさを

切実に感じたことから、『自分たちは自分た

ちで守らなきゃ』という意識が強くなった。

それで管理組合の防災担当の予算を使って、

居住者の承認を得ながら備蓄を増やした。」

とＢさんは述べた。共用物の備蓄については、

防災倉庫とレンタル倉庫に収納し、備蓄内容

を、管理組合理事会広報などで居住者に広報

した[7]。その他、各世帯で備蓄品・非常持

ち出し品として用意すべきものも広報してい

た。すなわち、水 1人 1日 3リットル、非常

用食料、懐中電灯、電池、救急セット、医薬

品、トイレ用品、履物、衣類、生活用品、ビ

ニール袋、筆記用具等。最低 3 日分、標準 1

週間分であった。「結構、一人一人の意識も

高く、いろんなものの備蓄を相当やっている

ので、それ持ち合えば 1 週間ぐらいは大丈夫

じゃないって言い合っている。」とＢ氏は話

した。 

 

４．災害時要援護者支援 

 市役所から、自治会長宛にはマンション内

に災害時要援護者(以下、要援護者)登録をし

ている５名の情報が届いていた。いずれも独

居で、親戚が近くに住んでいなかった。しか

し、自治会の中で話し合われても、解決策が

見つからずに、２年程度、申し送られていた。

Ｂ氏が自治会長の時、民生委員に市役所から

の依頼内容を知っているかを確認し、要援護



 

者の後見人的な人をマンション内で立てるよ

うマッチングを考えた。ただし、「後見人も

常時いるわけではない。有事の場合、必ず連

絡つく人とか、すぐ動ける人がいることが大

事で、名前ばかりの後見人つくってもしょう

がないんじゃないか」という意見もあったと

いう。 

 東日本大震災後に、「要援護者申請をして

いることをマンション居住者に告知して、協

力してもらうっていうことをお願いしても構

わないか」と要援護者本人に民生委員を介し

て確認し、マンションの階段単位の懇親会で

本人同席のもと、参加者に周知した。「要援

護の具体的な状況やデリケートな家族関係を

初対面の自治会長から聞くのはためらわれ、

すでに申請者と面識のある民生委員の協力を

得た。また、申請者が初対面の自治会長に対

して構えるのではないかという心配や自治会

長として事務的になりすぎないかという心配

もあった」という。具体的には、「新聞がた

まっていないかとか、長く明かりがついてな

いとか、そういう状況を、見張るんじゃなく

て、いつも見てもらう。何か問題があったら、

管理事務所か自治会長に連絡するシステムに

した。管理組合にはスペアキーがあり、入居

時の規約で入居者の生命の危険が推測される

場合には、鍵を開けることが決まっている。

いつも家にいる奥さん方は、結構気を使って

くれて、年寄りや何かの集まりに誘ってくれ

るなど、何かしらの形で（要援護者登録して

いることを共有したことは）寄与しているの

ではないかと思う。」とＢ氏は話した。 

 

５．東日本大震災発災日の状況 

 自治会長であった B 氏は地震発生時は市内

に外出しており、徒歩で 16 時半ぐらいに帰

宅してから、管理事務所に被害状況を確認し

た。防災訓練では、役員が外出することが想

定されていなかったことが、この時に、気づ

かれた。地震の後、管理事務所で、ガスとエ

レベーターを止め、食器棚が倒れた世帯の後

片付けは、近隣居住者と管理事業者職員とで

既に始められていた。要援護登録者５名には、

Ｂ氏は民生委員と共に安否確認を行ったが、

手伝いの要請はなかった。その際に、インタ

ーホンで「お部屋の状況どうですか？」「大

丈夫ですか？」「ガスの元栓、今、閉めてい

ますが、これからお食事のとき、落ち着いた

ら使えると思うんで、こういう対処してガス

の元栓を解除してくださいね」「何か手伝う

ことありませんか？」と確認した。 

 

Ｄ．考察 

１．要援護者支援の基盤としての地域コミュ

ニティ 

 本研究で紹介したマンション事例でも、要

援護者支援だけでなく、平時の防災活動及び

人間関係の構築に務めていたことが示された。

すでに、阪神・淡路大震災後に、防災活動の

基盤に地域コミュニティ活動が不可欠なこと

は指摘された[*]。また、実際に、複数の町

内会で、要援護者を視野に入れた防災活動を

行っている場合にはコミュニティ活動も活発

であることが報告された[5,6] 。 

紹介事例では、居住者同士の自然な関係だ

けでなく、コミュニティ構築がマンション分

譲時のサービスとして組み込まれていたこと

も居住者の関係性の強化に働いたと考えられ

る。他にも、歴史的な農業、冠婚葬祭、清掃

などの共同作業がなくても、サービスに媒介

されて隣人関係が強化されることを示すこと

は報告されている[4]。 

コミュニティ構築サービスがない分譲マン

ションや賃貸マンションでは、コミュニティ

構築が乏しいと推測されるため、要援護者へ

の災害時の支援は今後の課題である。分譲マ

ンションの建造物としての管理維持にも管理

組合の機能が求められるが、機能が不足する

場合には、自主活動を促進するための情報提

供、啓発活動、ノウハウの提供、必要な資金

援助などと共に、部分的誘導の選択肢として、

第三者管理システムの提供や管理代行者の派

遣が提案されている[10]。災害時要援護者支

援に関しても、同様に、自主的な活動の促進

とともに、第三者支援システムを住民が購入

したり、公的な支援者派遣を自主活動のきっ

かけとすることも検討の価値があると考えら

れる。 

 

２．要援護者の移動支援 

 紹介事例でも、移動支援を必要とする障害

者や高齢者の存在は把握されていなかったが、

ニーズは予測されていた。避難支援方法の見

込みは立っていなかったため、解決策が求め

られる。コミュニティ構築サービスあるいは

公的支援として専門性を含んだ高齢者、障害

者への対応を開発することは、一つの解決策

と考えられる。一方で、コミュニティ構築サ

ービスを含んだ高価な物件を障害者が購入す

ることの困難も予測される。しかし、サービ



 

 

スによる障害者の避難支援方法が明確になれ

ば、サービスがない状況において現実的避難

支援方法な導入を検討することも可能になる

ことが期待される。 

 

３．要援護者の安否確認 

 近隣の居住者がチームを組み、ポストに互

いのカードを入れて安否確認をする方法は、 

安全が確保された印に黄色いリボンやハンカ

チをベランダにつけて救援を要している世帯

を一目でわかるようにする方法よりも[9]、

小さな有事への対処が迅速に行われる点で優

れていると考える。しかし、同じ方法はマン

ション全体には広まらなかったことから、近

隣による安否確認の実現には、近隣の関係性

の構築が先立つと推測される。 
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